
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              平 成 2 4 年 １ 月 1 9 日 

                               第 ２ 号 

                                                        埼玉県警察本部生活安全企画課 

                                                         T E L  0 4 8 - 8 3 2 - 0 1 1 0 

                            

 

  18歳以下の者に対し犯罪行為に至らないものの『声をかける・後をつける』等の行為

で誘拐や性犯罪等の重大な犯罪の前兆としてとらえられている事案のことをいいます。 

 

 

                              

全体(18歳以下) 全体(18歳以下)

小学生以下 小学生以下

1635件(前年比＋271件) 2344人(前年比＋351人)

794件(前年比＋135件) 1274人(前年比＋153人)

件　　数 人　　数

 

○ 声かけ事案の傾向 

 ・ 小学生及び中学生に対する事案が全体の約77％を占めています。 

 ・ 15時から19時までの間に、約半数が発生しています。 

 ・ 単独行動時に声をかけられる事案が全体の約76％を占めています。 

 

 

                     

【【保保護護者者のの皆皆様様へへ】】  
  《《不不審審者者・・変変質質者者にに、、声声をを掛掛けけらられれたたらら・・・・・・》》  

        ◎◎  大大声声でで周周囲囲にに助助けけをを求求めめるる      

        ◎◎  防防犯犯ブブザザーーをを鳴鳴ららすす  

        ◎◎  付付近近のの家家やや店店にに逃逃げげ込込むむ  

  等等のの対対策策ををととるるよよううおお子子ささんんにに指指導導願願いいまますす。。  

    ままたた、、不不審審者者等等をを発発見見ししたた場場合合はは直直ちちにに111100番番通通報報をを  

  おお願願いいししまますす。。  

    地地域域のの皆皆様様方方ででままちちをを見見守守りり、、犯犯罪罪のの起起ききににくくいい社社会会づづくくりりにに

  御御協協力力願願いいまますす。。  


